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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
全体を１００質量％（以下、単に「％」と表記する。）としたときに、
　マグネシウム（Ｍｇ）：２～６％、
　マンガン（Ｍｎ）：０．３～１．２％、
　鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）またはコバルト（Ｃｏ）のいずれか１種以上の合計：０
．５～１．１％、
　チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、バナジウム（Ｖ）、クロム（Ｃｒ）またはホ
ウ素（Ｂ）のいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、
　アンチモン（Ｓｂ）：０．０１～０．５％を含み、
　残部がアルミニウム（Ａｌ）と不可避不純物とからなり、
　鋳造時の残留液相の補給性に優れることを特徴とする鋳造用アルミニウム合金。
【請求項２】
前記Ｍｎおよび前記Ｆｅは、合計で１％以上である請求項１に記載の鋳造用アルミニウム
合金。
【請求項３】
さらに、全体を１００％としたときに、ベリリウム（Ｂｅ）：０．００１～０．０１％を
含有する請求項１または２に記載の鋳造用アルミニウム合金。
【請求項４】
鋳造後に熱処理を施さない鋳放し状態で、０．２％耐力が１２０ＭＰａ以上で破断伸びが
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１３％以上である請求項１～３のいずれかに記載の鋳造用アルミニウム合金。
【請求項５】
全体を１００％としたときに、Ｍｇ：２～６％、Ｍｎ：０．３～１．２％、Ｆｅ、Ｎｉま
たはＣｏのいずれか１種以上の合計：０．５～１．１％、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢ
のいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、Ｓｂ：０．０１～０．５％を含み、残
部がＡｌと不可避不純物とからなり、
　鋳造時に残留液相が補給されて表面割れがほとんどないことを特徴とする鋳造用アルミ
ニウム合金製鋳物。
【請求項６】
ダイカスト鋳造されたものである請求項５に記載の鋳造用アルミニウム合金製鋳物。
【請求項７】
全体を１００％としたときに、Ｍｇ：２～６％、Ｍｎ：０．３～１．２％、Ｆｅ、Ｎｉま
たはＣｏのいずれか１種以上の合計：０．５～１．１％、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢ
のいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、Ｓｂ：０．０１～０．５％を含み、残
部がＡｌと不可避不純物とからなるアルミニウム合金の溶湯を鋳型に高速で注入する注入
工程と、
　該鋳型に注入された溶湯を急冷凝固させる凝固工程とを備え、
　鋳造時に残留液相が補給されて表面割れがほとんどないアルミニウム合金製鋳物が得ら
れることを特徴とするアルミニウム合金製鋳物の製造方法。
【請求項８】
前記注入工程および／または前記凝固行程は、前記溶湯を１０～１００ＭＰａで加圧して
行う請求項７に記載のアルミニウム合金製鋳物の製造方法。
【請求項９】
前記凝固工程は、前記鋳型に注入された溶湯の冷却速度が２０℃／秒以上である請求項７
記載のアルミニウム合金製鋳物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ダイカスト鋳造等に適した鋳造用アルミニウム合金とアルミニウム合金製鋳物
およびその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、各種製品の軽量化の要請から、従来の鋳鉄製品から軽量なアルミニウム合金製品に
急速に移行しつつある。この軽量化によって、各種装置等の性能向上が図られ、特に自動
車等の場合、軽量化による燃費向上等によって、環境改善も図られる。
ところでアルミニウム合金製品は、鋳造、鍛造、切削加工等の種々の方法や工程を経て製
造されるが、低コスト化が要求される量産の場合、ダイカスト鋳造法によって製造される
ことが多い。ダイカスト鋳造法によれば、切削加工等の大幅な削減ができ、精度が高くて
鋳肌の美麗な製品が短いサイクルタイムで得られる。このダイカスト鋳造を行う際に問題
となるのが鋳造性である。すなわち、鋳造割れ等の鋳造欠陥を無くしつつ、安定した品質
のアルミニウム合金製鋳物を如何に大量生産できるかが重要となる。この観点から、これ
までは鋳造性に優れるＡｌ－Ｓｉ系のアルミニウムダイカスト用合金（例えば、ＪＩＳ　
ＡＤＣ１２）等が使用されてきた。
【０００３】
ところが、Ａｌ－Ｓｉ系合金からなるアルミニウム合金製鋳物の場合、強度はともかく、
延性が非常に小さい。このため、その鋳物を高強度かつ高延性が要求される部材へ適用す
ることは困難である。従って、Ａｌ－Ｓｉ系合金では、適用範囲が限定されて、最近のニ
ーズに十分応えることが難しい。
そこで、Ａｌ－Ｓｉ系合金に替えてＡｌ－Ｍｇ系合金の使用が考えられるが、これまでの
Ａｌ－Ｍｇ系合金は鋳造性が悪く、一般的にいって、鋳物表面に鋳造割れ等の鋳造欠陥を
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生じ易いものであった。特に、形状が複雑か、薄肉部分があるか、断面変化が大きい鋳物
等の場合、表面に鋳造割れを発生し易かった。このような鋳造割れは、切欠き効果によっ
て部材の強度を大きく低減させると共に部材の外観を損ねるため、好ましくない。
そこで、下記特許文献１には、高強度、高靱性で安定した品質の鋳物が得られるＡｌ－Ｍ
ｇ系の鋳造用アルミニウム合金が提案されている。具体的には、Ａｌ－Ｍｎ－Ｍｇ－Ｔｉ
－Ｓｂ合金がそこに開示されている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平６－３３０２０２号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特許文献１の場合、Ｓｂ等を添加することによって、鋳造時の冷却速度が遅
い部位にも、初晶であるＡｌ6Ｍｎの晶出を抑制してＭｎを強制的に固溶させた鋳造組織
を形成し、全体的に安定した品質の鋳物を得ることを目的としている。
ところが、上記特許文献１では、鋳造割れ等について何ら触れられていない。そこで本発
明者が実際にこの合金を使用して断面変化の大きな鋳物をダイカスト鋳造したところ、得
られた鋳物の表面には多数の鋳造割れが発生していた。
【０００６】
本発明は、このような事情に鑑みて為されたものである。すなわち、高強度、高延性なＡ
ｌ－Ｍｇ系合金であって、ダイカスト鋳造等を行ったときにも、鋳造割れの発生を大幅に
抑制できる鋳造用アルミニウム合金を提供することを目的とする。また、この鋳造用アル
ミニウム合金を用いたアルミニウム合金製鋳物およびその製造方法を提供することを目的
とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
　本発明者はこの課題を解決すべく鋭意研究し、各種系統的実験を重ねた結果、鋳造性に
優れると共に鋳放し状態でも高強度で高延性の鋳物が得られるＡｌ－Ｍｇ－Ｍｎ－Ｆｅ－
Ｔｉ合金を見出し、その合金にＳｂを適量添加することによって鋳造割れを一層抑制でき
ることを新たに発見した。そして、これをさらに発展させて本発明を完成させるに至った
。
（鋳造用アルミニウム合金）
　すなわち、本発明の鋳造用アルミニウム合金は、全体を１００質量％（以下、単に「％
」と表記する。）としたときに、Ｍｇ：２～６％、Ｍｎ：０．３～１．２％、Ｆｅ、Ｎｉ
またはＣｏのいずれか１種以上の合計：０．５～１．１％、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｖ、Ｃｒまたは
Ｂのいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、
Ｓｂ：０．０１～０．５％を含み、残部がＡｌと不可避不純物とからなり、鋳造時の残留
液相の補給性に優れることを特徴とする。
【０００８】
本発明者が開発した上記範囲のＡｌ－Ｍｇ－Ｍｎ－Ｆｅ（Ｎｉ、Ｃｏ）－Ｔｉ（Ｚｒ、Ｖ
、Ｃｒ、Ｂ）合金は、それ自体、高強度および高延性であり鋳造性に優れるものである。
そして、それを使用してダイカスト鋳造した際にも大きな鋳造割れ等を生じない。しかし
、この合金であっても、断面形状が大きく変化する鋳物等の場合には、細かな鋳造割れを
表面に生じ得ることが解った。具体的には、リブの背面や付け根などである。このため、
上記合金のままでは、適用できる鋳物部材の形状が制約されてその設計自由度が小さくな
ったり、鋳造方法が限定されてダイカスト鋳造が行えなかったり、歩留りが悪化したりし
得る。
そこで、鋳物の設計自由度を大きくとりつつ、鋳造可能な製造条件を拡大し既存設備等で
鋳造し易くして製造コストの削減を図ると共に、大量生産時でも安定した品質の鋳物が供
給できる鋳造用アルミニウム合金が望まれるところ、本発明は、上記合金にＳｂを適量添
加することにより、この課題を解決することに成功した。この理由は必ずしも明らかでは
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ないが、現状、次のように考えられる。なお以下では、主に、高い鋳造性が求められるダ
イカスト鋳造の場合を一例として取上げて説明する。
【０００９】
先ず、従来のＡｌ－Ｍｇ－Ｍｎ系合金をダイカスト鋳造した場合、鋳物表面に鋳造割れを
発生する要因は、かゆ状凝固すること、残留液相を形成する晶出化合物量が少ないこと、
およびそれらの結果として半凝固状態での脆性温度範囲が広いことがあげられる。
これを改良するために本発明の鋳造用アルミニウム合金では、Ｆｅ、ＮｉまたはＣｏの１
種以上（以下、単に、適宜「Ｆｅ等」という。）を適量添加することによって晶出化合物
量を増加させている。また、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢの１種以上（以下、単に、適
宜「Ｔｉ等」という。）を適量添加することによって初晶形態を球状化し脆性温度範囲を
狭くしている。もっとも、これにより大きな鋳造割れは防止できるとしても、細かな鋳造
割れの抑制、防止には十分ではなかった。
【００１０】
次に、この細かな鋳造割れを観察したところ、本来なら凝固収縮によって発生した割れ部
分に流れ込み、その割れを埋めるべき残留液相が、鋳物表面にまで十分に到達できていな
いことが明らかとなった。これを改善する方策として、残留液相量を増加させるか、残留
液相の流動性を高めることが有効と考えられた。しかし、残留液相量を増加させるという
ことは、初晶（α相：α－Ａｌ）が晶出した後に晶出する晶出化合物（Ａｌ6Ｍｎ、Ａｌ6

（Ｍｎ、Ｆｅ）、Ａｌ3Ｆｅ等）の増加を意味する。この晶出化合物の増加は靱性の低下
を招き、高延性な鋳造用アルミニウム合金という本発明の目的に沿わなくなる。従って、
本発明の上記範囲以上にＦｅ等やＭｎの含有量を増加させて、初晶晶出後の残留液相の増
加を図ることは好ましくない。
【００１１】
そこで、残留液相の流動性を高めることが有効と考え、本発明者が流動性向上に効果のあ
る元素を種々試したところ、ようやくＳｂにその効果があることを知見するに至った。こ
のＳｂの適量添加により、残留液相の流動性が向上して、割れ発生部へ残留液相が滑らか
に補給され、その割れが埋められて、鋳造割れの発生が著しく抑制されるようになったと
考えられる。
【００１２】
（アルミニウム合金製鋳物）
　本発明は、上記鋳造用アルミニウム合金以外に、それを使用して鋳造した所望の形状の
アルミニウム合金製鋳物としても把握できる。
　すなわち、本発明は、全体を１００％としたときに、Ｍｇ：２～６％、Ｍｎ：０．３～
１．２％、Ｆｅ、ＮｉまたはＣｏのいずれか１種以上の合計：０．５～１．１％、Ｔｉ、
Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢのいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、Ｓｂ：０．０
１～０．５％とを含み、残部がＡｌと不可避不純物とからなり、鋳造時に残留液相が補給
されて表面割れがほとんどないことを特徴とする鋳造用アルミニウム合金製鋳物であって
も良い。
【００１３】
（アルミニウム合金製鋳物の製造方法）
　さらに本発明は、そのアルミニウム合金製鋳物の製造方法としても把握できる。
　すなわち、本発明は、全体を１００％としたときに、Ｍｇ：２～６％、Ｍｎ：０．３～
１．２％、Ｆｅ、ＮｉまたはＣｏのいずれか１種以上の合計：０．５～１．１％、Ｔｉ、
Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢのいずれか１種以上の合計：０．０１～０．５％、Ｓｂ：０．０
１～０．５％とを含み残部がＡｌと不可避不純物とからなるアルミニウム合金の溶湯を鋳
型に高速で注入する注入工程と、該鋳型に注入された溶湯を急冷凝固させる凝固工程とを
備え、鋳造時に残留液相が補給されて表面割れがほとんどないアルミニウム合金製鋳物が
得られることを特徴とするアルミニウム合金製鋳物の製造方法であっても良い。
【００１４】
ところで、本発明でいう「高強度」とは、例えば、０．２％耐力が１２０ＭＰａ以上であ
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ることを意味し、「高延性」とは、例えば、破断伸びが１３％以上であることを意味する
。また、「鋳造性」とは、溶湯の湯回り性や離型性等に限らず、鋳造割れや引け巣（ポロ
シティ）の発生率等をも含む概念であるが、主に、鋳物表面に発生する鋳造割れの程度を
意味する。但し、この鋳造割れの程度を一概に規定することは難しい。鋳物形状や鋳造条
件等によって、鋳造割れが発生するか否かが大きく異なるからである。このため、本発明
の鋳造用アルミニウム合金を使用することで鋳造割れが実用上問題ないレベルになるとし
ても、必ずしも細かな鋳造割れまでもが皆無になるとは限らないことを断っておく。
【００１５】
本発明でいう「鋳造」は、ダイカスト鋳造に限定されるものではない。通常の金型鋳造、
高圧鋳造等をも含み得る。もっとも、前述した鋳造割れの抑制機構からも解るように、本
発明の鋳造用アルミニウム合金は、鋳型のキャビティ内へプランジャ等で合金溶湯が高速
で注入され、合金溶湯が加圧された状態で、急冷凝固されるダイカスト鋳造に特に好適で
ある。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、実施形態を挙げ、本発明をより詳しく説明する。なお、以下では主に鋳造用アルミ
ニウム合金について説明するが、その内容は本発明のアルミニウム合金製鋳物およびその
製造方法にも適宜該当するものであることを断っておく。
（１）合金組成
▲１▼Ｍｇ
Ｍｇは、Ａｌのマトリックス中に固溶して、アルミニウム合金の機械的強度（例えば、引
張強さや耐力）を向上させると共に延性にも影響する元素である。
Ｍｇが少な過ぎると、十分な機械的強度が得られない。一方、Ｍｇが多過ぎると、粗大晶
出物が多量に晶出し始め、延性の悪化を招くため好ましくない。そこで、Ｍｇの下限は２
％さらには４％が好ましく、その上限は６％さらには５％が好ましい。特にＭｇが２～６
％であると好適である。
【００１７】
▲２▼Ｍｎ
Ｍｎは、Ｍｇと同様にＡｌのマトリックス中に固溶したり、ＡｌやＦｅと化合物を生成し
てマトリックス中に微細に析出してアルミニウム合金の機械的強度を向上させたりする元
素である。
Ｍｎが少な過ぎると、十分な機械的強度の向上が得られず、一方、Ｍｎが多過ぎると、粗
大晶出物が晶出して延性の抵下を招くため好ましくない。そこで、Ｍｎの下限は０．３％
さらには０．４％が好ましく、その上限はＭｎ≦－０．１Ｍｇ＋１．２で好適である。
【００１８】
▲３▼Ｆｅ等
Ｆｅ、ＮｉまたはＣｏは、凝固時に化合物を晶出して、初晶の凝固収縮、熱収縮に伴う鋳
造割れを抑制する元素である。
Ｆｅ等が少な過ぎると、表面に発生した鋳造割れを埋めるのに十分な残留液相が得られず
、鋳造割れを十分に抑制できない。一方、Ｆｅ等が多過ぎると、晶出化合物量の増加や粗
大晶出物の晶出により靱延性の低下を招き好ましくない。そこで、Ｆｅ等のいずれか１種
以上の合計の下限は０．５％さらには０．６％が好ましく、その上限は１．１％さらには
１％が好ましい。特にＦｅ等が０．６～１％であると好適である。
なお、前述した本発明の鋳造割れ抑止機構にはＭｎも関連しており、初晶等の晶出後の残
留液相の確保にはＦｅ等とＭｎとの共存が必要である。Ｍｎ量およびＦｅ量等に加えて、
両者の合計が１％以上で好適である。
【００１９】
▲４▼Ｔｉ等
Ｔｉ、Ｚｒ、Ｖ、ＣｒまたはＢは、初晶であるα相の核生成サイトとなり、その初晶を球
状化させて鋳造割れの抑制に有効な元素である。すなわち、Ｔｉの添加によって、初晶Ａ
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ｌの各結晶粒径は小さくなり、高固相率側まで固液流動状態が維持される（つまり、残留
液相の流動性が確保される）。そして、脆性温度範囲が狭くなり、凝固収縮による割れ応
力の発生時期が低温側にずれ込んで、耐鋳造割れ性が向上すると考えられる。また、Ｔｉ
等が鋳造組織を微細化することによって、延性や強度の改善にも効果を発揮する。
【００２０】
Ｔｉ等が少な過ぎると、これらの効果が十分には得られず、Ｔｉ等が多過ぎると、粗大晶
出物（Ａｌ3Ｔｉ等）が晶出し始めて延性の低下を招くため好ましくない。そこで、Ｔｉ
等のいずれか１種以上の合計の下限は０．０１％さらには０．１％が好ましく、その上限
は０．５％さらには０．２５％が好ましい。特にＴｉ等が０．１～０．２５％であると好
適である。
【００２１】
特にＢは、Ｔｉとの共存下で、結晶粒の微細化に大きな効果を発揮する。Ｂが少な過ぎる
と、その効果が十分に発揮されず、逆に、Ｂを多くしても、あまり効果の向上が望めず不
経済である。そこで、Ｂの下限は０．０１％さらには０．０２％が好ましく、その上限は
０．０５％さらには０．０４％が好ましい。特にＢが０．０１～０．０５％であると好適
である。なお、Ｂは、単体で添加する場合の他、ＴｉＢ2等のホウ化チタンとして添加す
ると経済的である。
【００２２】
また、ＣｒはＭｇやＭｎと同様に、アルミニウムのマトリックスに固溶して、機械的強度
を向上させる元素である。Ｃｒが少な過ぎると、その効果が十分に発揮されず、逆に、Ｃ
ｒが多過ぎると、粗大晶出物が晶出して延性の低下を招くため好ましくない。そこで、Ｃ
ｒの下限は０．１％さらには０．２％が好ましく、その上限は０．７％さらには０．５％
が好ましい。特にＣｒが０．２～０．５％であると好適である。
【００２３】
▲５▼Ｓｂ
Ｓｂは、前述したように、晶出している固相と最終的に凝固する液相との濡れ性を改善し
て、その残留液相の流動性を高めるのに有効な元素である。
Ｓｂが少な過ぎると、このような効果が十分に得られず、Ｓｂが多過ぎると、逆に、残留
液相の流動性を低下させて割れ部分へ溶湯が十分に補給されなくなり、鋳造割れが発生し
易くなり得る。また、Ｓｂが過剰となると、晶出化合物量が増加して靱性の低下を招き好
ましくない。
そこで、Ｓｂの下限は０．０１％さらには０．０２％が好ましく、その上限は０．５％さ
らには０．３％が好ましい。特にＳｂが０．０２～０．３％であると好適である。
【００２４】
▲６▼Ｂｅ
Ｂｅは、単独でもＴｉ等との共存下でも、溶湯の酸化抑制に効果を発揮し、溶解時にＭｇ
の酸化消耗を抑える。Ｂｅが少な過ぎると、その効果が十分に発揮されず、逆に、Ｂｅを
多くしても、あまり効果の向上が望めず不経済である。そこで、Ｂの下限は０．００１％
さらには０．００５％が好ましく、その上限は０．０１％さらには０．００８％が好まし
い。特にＢｅが０．００１～０．０１％であると好適である。
【００２５】
▲７▼不可避不純物
不可避不純物は、アルミニウム合金の特性に悪影響を与えない限り、その種類や含有量は
限定されない。もっとも、本発明者は、不可避不純物であるＳｉ、Ｃｕの含有量を管理す
ることにより、アルミニウム合金の鋳造性、強度または延性が向上することを見出してい
る。すなわち、全体１００％に対して、不可避不純物であるＳｉが０．５％以下、Ｃｕが
０．３％以下、Ｚｎが１％以下であると好適である。Ｓｉは、アルミ地金等に含まれる不
可避不純物であり、０．５％を超えて含有すると、Ｍｇ2Ｓｉが自然時効によりマトリッ
クス中に析出し、アルミニウム合金の機械的特性が経時的に変化して好ましくない。Ｃｕ
は、鋳造割れを助長すると共に、耐食性を阻害する元素である。特に、本発明のアルミニ
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ウム合金製鋳物を構造部材として用いる場合０．３％以下とすることが好ましい。Ｚｎも
鋳造割れを助長する元素であり１％以下とすることが好ましい。
【００２６】
▲８▼その他
本発明は、上記した成分組成をもつ鋳造用アルミニウム合金であるが、その高強度、高延
性および耐鋳造割れ性を損わない範囲で、その他の元素を適量含有しても良い。例えば、
Ａｌ－Ｍｇ合金溶湯の酸化に伴うノロの生成を抑制するために、Ｍｏを含有させても良い
。このとき、Ｍｏ量を０．０５～０．３％とすると好ましい。Ｍｏが、０．０５％未満で
は酸化抑制効果が十分ではなく、０．３％を超えると粗大結晶物が晶出して延性の低下を
招き好ましくない。
【００２７】
（２）製造方法
本発明の鋳造用アルミニウム合金は、当然、鋳造に適したものであが、その鋳造方法が限
定されるものではない。もっとも、薄肉、複雑形状等をした量産品へのアルミニウム合金
製鋳物の適用を考えれば、その多くは、ダイカスト鋳造されたものとなる。そして、本発
明の鋳造用アルミニウム合金は、ダイカスト鋳造をした場合でも、鋳造割れ等をほとんど
生じない安定した鋳造性と、Ａｌ－Ｓｉ系合金では不可能な高強度および高延性とを発揮
する。
【００２８】
ところで、このようなダイカスト鋳造は、セットされた金型のキャビティへ、合金溶湯を
プランジャ等から高速供給すると共に加圧しつつ急冷凝固させるものである。そして、通
常は、ダイカストマシン等によってほぼ自動的にまたは連続的に行われ、量産性の高いも
のである。
【００２９】
ダイカスト鋳造の条件は、例えば、鋳造圧力、射出温度、射出速度（または溶湯の注入時
間）、冷却速度等によってほぼ規定される。鋳造圧力は、例えば１０～１００ＭＰａ、さ
らには２０～８０ＭＰａである。高速射出速度は、例えば、０．８～１０ｍ／ｓｅｃ、さ
らには２～１０ｍ／ｓｅｃである。これを溶湯の注入時間でいえば、例えば２００ｍｓｅ
ｃ以下、さらには１０ｍｓｅｃ以下である。冷却速度は、厳密にいうと鋳造部位により異
なるため、一律には特定できないが、遅くとも、例えば、２０℃／ｓｅｃ以上、さらには
５０℃／ｓｅｃ以上である。
【００３０】
なお、ダイカスト鋳造の場合、溶湯の金型への注入は２段階に分けて考えられる。金型の
製品部へ溶湯を充填する製品部注入工程と、製品部の入口にある方案部へ溶湯を充填する
方案部注入工程とである。製品部注入工程は上記したように高速で行われるが、方案部注
入工程は比較的低速で射出速度が０．１～１、注入時間が１０００～４０００ｍｓｅｃ程
度で行われる。従って、前述の内容は、製品部注入工程に関するものであり、上記溶湯の
注入時間は、金型の製品キャビティへの溶湯の供給開始後からそのキャビティ内がその溶
湯で充填されるまでの時間である。本発明の製造方法の注入工程でいう「高速」とは、例
えば、この注入時間が５００ｍｓｅｃ以下を意味する。
【００３１】
なお、本発明の製造方法でいう注入工程および凝固行程は、ダイカスト鋳造に限定される
ものではない。また、両工程は必ずしも明確に区別されるものではなく、連続的にまたは
重畳して行われるものであっても良い。例えば、ダイカスト鋳造を考えると、注入工程が
完了する前に凝固行程が一部開始していることも多い。また、溶湯の実質的な加圧が開始
されるのは理論的にいうと注入工程完了後となるが、注入工程中から加圧されていると考
えても良い。本発明の場合、この溶湯の加圧は鋳造割れを抑制する上で重要である。何故
なら、溶湯が加圧された状態にあることで、凝固収縮によって生じた割れ部分への残留液
相の補給が促進されるからである。
【００３２】
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（２）用途
本発明の鋳造用アルミニウム合金やアルミニウム合金製鋳物は、鋳造後に溶体化処理や時
効処理等の熱処理を施しても良いが、熱処理を施さない鋳放し状態でも、優れた強度およ
び延性を発揮する。従って、高強度かつ高延性のアルミニウム合金製鋳物が低コストで得
られる。また、それがダイカスト鋳造品であれば、鋳造に要するサイクルタイムも短かく
、鋳造後の加工等がほとんど不要となり、アルミニウム合金製鋳物の低コスト化を一層図
れる。
【００３３】
本発明のアルミニウム合金製鋳物の用途は種々考えられるが、例えば、次のようなものが
ある。自動車や二輪車の分野では、ボディ構造用部材、シャシ部材、ホイール、スペース
フレーム、ステアリングホイール（芯金）、シートフレーム、サスペンションメンバー、
ミッションケース、プーリ、オイルパン、シフトレバー、インスツルメントパネル、ドア
インパクトパネル、吸気用サージタンク、ペダルブラケット、フロントシュラウドパネル
等である。
【００３４】
【実施例】
次に、本発明に係る実施例を挙げて、本発明をより詳細に説明する。
（試験片の製作）
Ａｌ－４．５％Ｍｇ－０．３％Ｍｎ－０．７％Ｆｅ－０．１５％Ｔｉ－ｘ％Ｓｂ（単位：
質量％）の組成をもつ６つの試験片（アルミニウム合金製鋳物）をダイカスト鋳造により
製造した。各試験片のＳｂ量は、それぞれ、０％、０．０２％、０．１％、０．３％、０
．５％、０．７５％または１％とした。
【００３５】
ダイカスト鋳造は、縦型ダイカスト機を使用して行った。つまり、上記組成に調製した各
種溶湯をプランジャ（φ４０ｍｍ）で金型のキャビティへ加圧注入後（注入工程）、冷却
速度を１００℃／秒程度として凝固させた（凝固工程）。このときの鋳造条件は、鋳造圧
力：６４ＭＰａ、射出（プランジャ）速度：０．６ｍ／ｓ、射出（溶解）温度：液相線温
度＋１０℃とした。また、金型温度は５０～１００℃としておいた。
【００３６】
製作した試験片の形状を図１に示す。この試験片は、ゲートに連なる幅４０ｘ高さ７０ｘ
厚さ２ｍｍの薄板部と、この薄板部から奥に連なる幅４０ｘ高さ６５ｘ厚さ１０ｍｍの厚
板部と、薄板部の中央表面から突出し厚板部からゲートへ架橋する幅２ｘ高さ７０ｘ高さ
８ｍｍのリブとで構成されている。そして、薄板部と厚板部との裏面は面一の平坦面とな
っている。
【００３７】
（観察および測定）
各試験片の前記平坦面（リブと反対側にある薄板部分と厚肉部との面一となっている面）
で、鋳造割れが発生しているか否かをカラーチェックにより調べた。この結果を図２に示
す。赤くて細い筋状部分がクラックの発生を意味する。
また、この平坦面上で、ゲートから高さ方向に５０ｍｍの位置での鋳造割れの深さを組織
観察により測定した。この結果を図３に示す。
【００３８】
（評価）
図２および図３から明らかなように、断面形状が大きく変化する薄いリブの裏側（平坦面
上）にクラックが発生することが解った。そして、Ｓｂの添加により、クラックの発生は
抑制され、特に、Ｓｂ量が０．０２～０．５％、０．０５～０．３％さらには０．１％前
後で最も効果的であることも明らかとなった。
【００３９】
（強度および延性）
Ｓｂ量のみ異なる前述の組成にて、縦型ダイカスト機を用いて、実施例１と同様のダイカ
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スト条件により、厚さ２ｍｍ、幅５ｍｍ、長さ７０ｍｍの板状鋳物を作成し、平行部が１
５ｍｍ、幅５ｍｍで、平面部が鋳肌のままの平板引張試験片に切削加工して引張試験に供
した。試験片はいずれも鋳放しのままである。これらの各試験片の０．２％耐力および破
断伸びを調べたところ、０．２％耐力は１４０～１５０ＭＰａ、破断伸びは１６～１０％
であった。ちなみに、１％Ｓｂを添加した場合の伸びは１３％以下であった。
【図面の簡単な説明】
【図１】鋳造割れ評価用試験片の形状を示す斜視図である。
【図２】各試験片について調べた鋳造割れのカラーチェックを示す写真である。
【図３】各試験片について調べた鋳造割れ深さをプロットしたグラフである。

【図１】 【図２】
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